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１．はじめに 

柏崎刈羽原子力発電所において、原子力規制庁により実施された平成２７年度第２回

保安検査で確認された「設備工事における設計管理の不備」及び６号機にて発生した「中

央制御室の不適切なケーブルの敷設」に関して、原子力規制委員会より、平成２７年１

１月４日に指示文書「東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所第６号機における不適切

なケーブルの敷設に係る対応について（指示）」（原規規発第 15110412 号）（以下「指示

文書」という）が発出されている。 

 

本報告書は、指示文書に基づき、６号機中央制御室におけるケーブルの敷設の状況と

原因を究明するための調査の方針及び具体的な調査計画、並びに現状の調査結果につい

て中間報告するものである。 
なお、本報告書において示した計画に基づいて今後実施するケーブルの敷設状況の把

握及び平成２７年度第２回保安検査において判明した事案との関係を含めた原因究明・

再発防止対策の結果については、平成２７年１１月３０日までに報告を行うこととする。 
 

２．指示事項 

（１）柏崎刈羽原子力発電所６号機中央制御室におけるケーブルの敷設の状況（安全上

の問題点を含む。）を調査し、その結果を平成２７年１１月１３日までに原子力規

制委員会に報告すること。 
（２）柏崎刈羽原子力発電所（６号機中央制御室を除く。）におけるケーブル敷設の状況

（安全上の問題点を含む。）及び柏崎刈羽原子力発電所において不適切にケーブル

が敷設された原因について、調査の方針及び具体的な計画を策定し、平成２７年

１１月１３日までに原子力規制委員会に報告すること。 
（３）（２）で作成した計画に基づき、調査を実施し、平成２７年度第２回保安検査にお

いて判明した事案との関係を含め原因究明を行った上で、再発防止対策を策定し、

その結果を平成２７年１１月３０日までに原子力規制委員会に報告すること。 
（４）不適切なケーブルの敷設に対し、速やかに適切な是正処置を実施するとともに、

その是正処置の結果を遅滞なく原子力規制委員会に報告すること。 
 

３．事象の概要（６号機の発見当時） 

平成２７年９月１８日、柏崎刈羽原子力発電所６号機において、計測設備電路耐震強

化工事の敷設ルート確認のため、当社工事監理員と協力企業作業員が中央制御室床下内

（フリーアクセス）の調査を行ったところ、床下内ケーブルピットの区分を分離する分

離板（垂直分離板４枚）が倒れ、計装・制御ケーブルが異なる区分間を跨いで敷設され

ており、不適切な状態であることを確認した。 
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【６号機中央制御室床下内（フリーアクセス）の構造】 

６号機中央制御室床下内（フリーアクセス）は、安全系の系統分離及び火災防護の

観点で、安全系の４つの区分（区分Ⅰ、区分Ⅱ、区分Ⅲ、区分Ⅳ）と常用系について

区分毎にエリアが分離されており、それぞれの区分に応じたケーブルを敷設できるよ

うになっている。 
床下内（フリーアクセス）は、上下２段のケーブルピットで敷設ルートが構成され

ており、敷設ルートはそれぞれの区分毎に専用ピット構造となっているが、敷設ルー

トの独立性を確保する観点から、各ケーブルピット間に耐火性能を持つ分離板を設置

しており、同じ段の分離は垂直分離板により、また、上下の異なる段の分離は水平分

離板により区分を区分けしている。 
             （添付資料－（１）） 

区分を区分けする分離板は、垂直が６２２枚、水平が９３４枚、合計１５５６枚を

設置する設計としている。          
 

４．６号機中央制御室におけるケーブル敷設状況の調査結果（指示事項１関連）  

４．１ 中央制御室床下のケーブル敷設状況の調査 

中央制御室床下内（フリーアクセス）には今回発見された不適切な分離板４枚

以外にも区分を区分けする分離板が多数設置されていることから、他にも異なる

区分間を跨いでケーブル敷設状態となっている不適切な範囲を特定するため、現

場調査を実施した。 

（１）調査方法 

現場調査にあたっては、すべての分離板の設置箇所について設置状態の健全性

を確認するだけでなく、中央制御室床下内（フリーアクセス）のケーブル敷設に

ついて区分分離が適切に実施されているかの観点も考慮し、以下の調査項目で分

離板、床下ケーブルに関してそれぞれ調査を行った。 

ａ．分離板の不適切な設置状態（倒れ、破損、未設置等）の調査 

ｂ．床下ケーブルの不適切な敷設状態（異なる区分間を跨いで敷設）の調査 

 

なお、中央制御室床下の調査にあたっては、安全系ケーブルが敷設されたケー

ブルピット内での作業となるため、当該安全系区分に敷設されている安全系ケー

ブルへ万が一ノイズ等による誤信号等が生じても直ちに原子炉の安全機能に影響

を及ぼさないよう他の安全系設備に異常がないことを確認の上で作業を実施した。 

 

 （２）調査結果 

ａ．分離板の不適切な設置状態の調査結果 
中央制御室床下内（フリーアクセス）の分離板設置位置について設計図書を

用いて、すべての分離板について設置状態の調査を行った。 
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 調査の結果、分離板設置の不適切な箇所は、計１９０枚（垂直分離板の倒れ、

欠損等が１４７枚、水平分離板の未設置が４３枚）が確認された。 
 
   ｂ．床下ケーブルの不適切な敷設状態の調査結果 

中央制御室床下のすべての分離板の設置位置について、ケーブルが適切に区

分分離されているか調査を行った。また、異区分が混在する制御盤内のケーブ

ルが正しいピットに導かれていることを確認した。 
 
中央制御室床下で区分分離が不適切な状態であったケーブルは総数１７４本

を確認した。 
更にそのケーブルの詳細調査として、発着点の確認及び区分跨ぎした異区分

の範囲をケーブルルート調査した結果、安全系４区分を跨いでいるケーブルが

１５本、安全系３区分を跨いでいるケーブルが１１本、安全系２区分を跨いで

いるケーブルが４９本、安全系１区分を跨いでいるケーブルが９９本であった。 
なお、不適切な区分跨ぎのケーブル状態としては、①分離板を壊さず跨いで

いるもの、②分離板の隙間を貫通しているもの、③分離板で分離出来ていない

ところに敷設しているものが確認された。 
          （添付資料－（２）） 

 
５．不適切なケーブル敷設状態に対する影響評価 

５．１ 不適切なケーブル敷設状態に対するプラントの安全管理について 

６号機中央制御室床下内（フリーアクセス）において、不適切なケーブルの敷

設及び分離板が不適切な状態であることが確認されたため、設計上のあるべき姿

（区分分離が成された状態）に修正するまでは、プラントの安全管理について以

下の通り追加指示を実施した。 
・中央制御室床下内（フリーアクセス）の分離板の健全性が確認されるまでの

間の措置として、今回の事象を運転員に周知し、運転員による中央制御室巡

視時のパラメータ監視に加え、火災の早期検知の観点から、異臭（焦げ臭）、

発煙等についても十分な監視を行う。 
・原子炉停止時における安全上の配慮が必要な作業（燃料移動、安全系設備の

隔離が必要な作業等）については、設計上のあるべき姿（区分分離が成され

た状態）に修正するまでは実施しないこととした。 
 

５．２ 不適切なケーブル敷設状態における安全上の影響について 
本来、安全系の系統が適切に分離されている状態がプラントのあるべき状態で

あると考えるが、今回の事象では安全系の区分間を分離する分離板が不適切な状

態であり、ケーブルについても安全系の区分間を跨いでいたことから、適切に系
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統が分離されていなかった。 
設計上、分離板は系統分離及び火災防護のために設置されているものであるこ

とから、系統の独立性、火災防護の観点から中央制御室床下内（フリーアクセス）

における不適切なケーブル敷設状態について、技術基準に照らして安全上の影響

を評価した。 
  

（１）安全設備に対する要求 
     安全設備に対する技術基準は多重性又は多様性及び独立性が担保されているこ

とである。現状（中央制御室床下内（フリーアクセス）で複数のケーブルが異区

分間を跨いでいる状態）で単一故障が生じたときに多重性又は多様性及び独立性

が損なわれるかが問題となる。ここでケーブルの「機能、構造、動作原理を考慮」

すると、想定し得る単一故障として、「機械的損傷」、「ノイズによる影響」、「短絡」、

「電気的火災」が挙げられる。 
「機械的損傷」については、一本のケーブルの切断による跳ねまわりによって

他のケーブルに影響を与えることはないため、「機械的損傷」については想定する

必要はない。 
「ノイズによる影響」については、計装ケーブルには耐ノイズ性のあるシール

ドケーブルを使用しており、一本のケーブルにノイズが乗っても他のケーブルに

影響を与えることはないため「ノイズによる影響」については想定する必要はな

い。 
「短絡」については、短絡電流が影響するものについては保護装置で遮断され

事象は直ちに収束することで、他への影響を想定する必要はない。 
以上から、ケーブルが跨いでいる現状で考慮すべき単一故障は、「電気的火災」

となり、電気的火災について以下に評価する。 
 

（２）火災による損傷防止に対する要求 
ａ．旧技術基準（第四条の二） 

   旧技術基準においては、 
第一号（火災の発生防止） 
第二号（火災の検出・消火） 
第三号（火災の影響軽減） 

     を「…適切に組み合わせた措置を講じ…」と記載されていることから、これら

に対し現状を照らして評価した。 
第一号（火災の発生防止）に対しては、中央制御室床下内（フリーアクセス）

に敷設されたケーブルについては、一部通信用及びＯＡ機器用ケーブルを除き

大半が難燃性ケーブルを使用しており、また、ケーブルが接続する装置にはヒ
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ューズ等の電気的な保護回路が設置されており、火災の発生防止が図られてい

たことから適切な対策が十分に講じられていることを確認した。 
第二号（火災の検出・消火）に対しては、中央制御室内に火災報知器を設置

しており中央制御室床下内（フリーアクセス）での火災が検知可能であること、

中央制御室には運転員が常駐しており、中央制御室床下内（フリーアクセス）

での火災に関しても早期発見・早期消火が可能なように管理面での対策を十分

に講じていることを確認した。 
第三号（火災の影響軽減）に対しては、複数ある安全系を物理的に分離する

ために、分離板を設置し延焼防止を図ることとしているが、一部の分離板に破

損等が確認されており、ケーブルピットの分離板の設置状況は適切な状態にな

かった。 
現状では以上の通り、第三号の部分について一部適切な状態になかったもの

が確認されたものの、第一号・第二号は要求を満足している状態であり、総合

的には火災リスクが大幅に増加している状態ではなかったものと判断する。  

 

ｂ．新基準（設置許可基準規則 第八条） 
設置許可基準規則においては、 
（１）火災の発生を防止すること 
（２）火災感知設備及び消火設備を有すること 
（３）火災の影響を軽減する機能を有すること 

を全て満足することが求められており、（３）の影響軽減の観点から、中央制御

室内において分離することが必要であり、新規制基準には適合しないものと考

える。 
 

６．ケーブル敷設状況及び不適切にケーブルが敷設された原因の調査方針及び 

具体的な調査計画（指示事項２関連） 

 

６．１ ケーブル敷設状況の調査方針及び具体的な調査計画 

 （１）調査方針 

柏崎刈羽原子力発電所におけるケーブルの敷設は、現場機器～電線管～ケーブ

ルトレイ～中央制御室床下を経て制御盤へと入線する。これらの敷設ルートに従

って、不適切なケーブル敷設の有無について現場調査を実施する。 
 1号機から7号機についての現場機器～電線管～ケーブルトレイ～中央制御室床

下入口までの敷設ルートについては、ケーブルトレイ調査に含めて実施する。 
 1号機から5号機及び7号機の中央制御室床下～制御盤の敷設ルートについては、

中央制御室床下のケーブル跨ぎ調査の中で実施する。 
 なお、これらケーブルは安全系及び常用系に分離して敷設する設計としているこ
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とから、安全系区分間の分離及び安全系と常用系の区分分離が正しく行われている

ことを確認する観点で調査を実施する。ケーブルの区分跨ぎは、安全系トレイを確

認することとで把握できるため、常用系トレイは調査範囲外とする。 
 また、ケーブルの敷設状況調査に合わせて中央制御室床下の分離板及び分離バ

リアの状態についても調査を実施する。 
 これらの調査の結果において、不適切な状態を発見した場合は安全上の問題点

の有無について評価を実施し、手順に則り是正処置を行う。ただし、是正処置が

実施されるまでの間、現在の状態を放置することが適切ではないと判断したもの

については、応急処置を行う。 
 以下に、それぞれの調査及び是正処置についての方針及び具体的な計画につい

て記載する。 
  

（２）調査計画  

   ａ．中央制御室床下の分離板、分離バリアの調査計画 

【方針】 

中央制御室床下ケーブルピットにおいて、垂直・水平分離板の設置状況（破

損・欠損）及び異区分間のケーブル跨ぎの有無を確認する。中央制御室床下の

構造はプラントによって異なるため、以下の方針に基づき調査を実施する。 
（ａ）１号機、２号機、３号機 
  ⅰ．外観目視点検 

  中央制御室床蓋を開け、分離板の有無を確認する。 
 ⅱ．分離板点検 
   分離板の破損の有無について目視確認を行う。 
 ⅲ．ケーブル敷設状況の確認 

異区分間を跨ぐ形で敷設されているケーブルの有無を確認する。 

 
（ｂ）４号機、５号機、７号機 

ⅰ．分離バリア点検 
   分離バリアの破損の有無について目視確認を行う。 

ⅱ．離隔による分離箇所のケーブル敷設状態確認 
  距離により分離されている箇所に対して、異区分間を跨ぐ形で敷設され

ているケーブルの有無を確認する。 
ⅲ．異区分間の渡り施工の確認 

異区分間の渡り施工を実施している場合は、金属管にて敷設されているこ

とを確認する。                  
（添付資料－（６）） 
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なお、7 号機中央制御室床下内（フリーアクセス）の分離バリアの調査は完了

しており、調査の結果、分離バリアへの貫通施工が不適切な箇所は２４箇所

が確認された。 
 

【実施時期】 

  平成２７年１１月上旬～中旬 

 
 

    ｂ．中央制御室床下のケーブル跨ぎ調査計画 

【方針】 

分離板調査時に確認された異区分間を跨ぐケーブルについて、ケーブルの発

着点及びケーブルルートを調査すると共に、ケーブル用途、ケーブル仕様を特

定する。調査については、以下の方針に基づき実施する。 
（ａ）ケーブル発着点及びケーブルルート調査 

   跨ぎケーブルについて、ケーブルの発着点及び敷設ルートを特定する。ま

た、同ルートで敷設されているケーブルの本数を特定する。 

（ｂ）ケーブル用途及び仕様調査 

     ケーブルルートを特定した跨ぎケーブルについて、設備図書等を参照し、

ケーブル用途及びケーブル仕様を特定する。       

（添付資料－（７）） 

 

なお、７号機中央制御室床下内（フリーアクセス）のケーブル跨ぎ調査は完

了しており、調査の結果、区分分離が不適切な状態であったケーブル本数は

１２１本が確認された。 

               （添付資料－（８）） 

   

【実施時期】 

  平成２７年１１月上旬～中旬 

 

ｃ．現場ケーブルトレイ調査計画 

【方針】 

現場機器～電線管～ケーブルトレイ～中央制御室床下入口までの敷設ルート

について、跨ぎケーブルの有無を確認する。調査については、以下の方針に基

づき実施する。 
（ａ）現場ウォークダウンによるケーブルトレイ跨ぎケーブルの確認 

現場ケーブルトレイ及び寄りつき電線管の目視確認を実施し、異区分間を
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跨いで敷設されているケーブルの有無を確認する。 
（ｂ）図面によるケーブルトレイ跨ぎケーブルの確認 

   運転開始以降に実施されたケーブル敷設工事に対して設備図書を確認し、

異区分を跨ぐケーブルの有無を確認する。区分跨ぎの可能性のあるケーブル

及びケーブルルートが特定できなかったケーブルについて現場確認を実施す

る。 

（ｃ）ケーブルトレイ跨ぎケーブル仕様の確認 
       調査の結果確認された跨ぎケーブルについて、現場及び図書上での調査を

実施し、ケーブルの発着点、ケーブルの用途、ケーブル仕様及びケーブル敷

設ルートの確認を実施する。 
(添付資料－（９）) 

【実施時期】 

  平成２７年１１月中旬～下旬 

 

    ｄ．安全上の問題点の判断 
【方針】 

    ａ．の調査において、破損・欠損が確認された分離板や分離バリア及びｂ．、

ｃ．、ｄ．の調査にて発見された不適切なケーブルの敷設に対して、安全上の問

題点の有無を確認する。安全上の問題点については、以下の方針に基づき実施

する。 
（ａ）安全設備への要求に対する問題点 

    単一故障が発生した場合、安全設備の多重性又は多様性及び独立性が損な

われる様な問題点の有無を確認する。 
 （ｂ）火災による損傷防止に対する問題点 

対象ケーブルに火災が発生した場合を想定し、旧技術基準及び新技術基

準の要求事項に対する問題点の有無を確認する。 
 

【実施時期】 

調査結果に基づき、順次実施する。 
 

６．２ 不適切にケーブルが敷設された原因の調査方針及び具体的な調査計画 

   現場のケーブル敷設状況の調査において、６号機で確認された事案以外のもの

が確認された場合は、あらたに業務プロセス及び要求仕様の調査を実施し、あら

ためて対策を立案する。 
 

７．６号機の原因調査 

 現在、中央制御室床下内（フリーアクセス）の状況調査が完了している６号機に対
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し、今回の不適切なケーブルの敷設及び分離板の不適切な状態に関して、設計・調達・

施工に関わる業務プロセスの問題点について抽出するとともに、区分分離の不適切な

状態、区分間のケーブル跨ぎに至った要因分析を実施して背景要因の調査を実施した。 
なお、区分跨ぎのケーブル１７４本に関して、工事件名単位で整理すると３７件（メ

ーカー８件、協力企業１３件、当社プラント設備以外の工事が１６件）において、不

適切な区分分離の施工結果が確認された。 
 

７．１ 業務プロセス上の問題点の調査 
状況調査の結果から特定の企業による偏りは確認されなかったことから区分跨ぎ

が確認されたケーブルの敷設工事に対し、設計・調達・施工の各業務プロセスにお

いて業務内容やその時点で実施すべき事項を整理し、一連のプロセスの中で問題と

なる部分を抽出する。 
 

（１）調査方法 
業務プロセスの調査対象としては、跨ぎが確認されたケーブルのうち、運転開始

後、今回停止中に実施している工事を対象とする。 
なお、区分跨ぎのケーブル敷設が確認された３７件について、敷設時期で整理す

ると、今回停止時が１９件、運開以降が１２件、建設時が６件に分類された。 
建設時に関してはもともとの設計仕様の中に区分分離が要求されていることから、

区分跨ぎが発生してしまったのは施工段階における問題であったと想定し、施工プ

ロセスに関しては現在の業務プロセスの調査の中で包含できることから対象外とす

る。 
対象の跨ぎケーブルのうち、「同一の工事毎に分類し、区分跨ぎ件数の多い工事」

を抽出し「現場に精通している保全箇所の工事（メーカーと協力企業それぞれ）」と

「それ以外の箇所で実施している工事」に該当する代表３事例について調査を実施

した。 
 

（２）調査結果 
  代表３事例を分析した結果、すべての事例に以下の点が確認された。 

・当社は、設計に変更が生じる場合は適切に管理し検証できるよう設計管理の仕

組みを構築している。したがって、工事の計画段階においては、設計の変更点

に関する当社の要求事項を明確にする必要がある。今回調査したもののうち２

事例は設計管理対象ではあるものの、工事に伴うケーブル敷設工事に関しては、

ケーブル区分の要求を変更するものではないため、設計管理すべき要求事項と

して抽出されていない。 
・当社は、調達（発注）時の要求事項として、施工企業に対し、工事共通仕様書
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において業務内容に応じ最適と判断する指針類、規格・基準等を適用すること

を求めている。したがって、今回のケーブル敷設工事を含む工事にあたって、

当社は、工事共通仕様書により施工企業に対して要求事項を提示していた。 
 
・施工企業は、工事の実施に先立ち、工事共通仕様書に基づき、現場調査等を踏

まえ、当社の要求事項を満たす施工要領書や設備図書を当社へ提示する必要が

ある。しかしながら、ケーブル敷設工事に関しては、施工要領書において技術

基準を満足するための確認事項が反映されていなかった。 
・当社は、施工企業から提出された施工要領書について、当社の要求事項が適切

に確認できるものとなっていることを前提に確認後、返却する必要がある。し

かしながら、ケーブル敷設工事に関しては、施工要領書において技術基準を満

足するための確認事項が反映されていないにもかかわらず承認していた。 
・当社は、工事の結果の確認にあたって、施工企業が作成した工事報告書を確認

し、当社の要求事項に対して満足していることを前提に確認後、返却する必要

がある。ケーブル敷設工事に関しては、技術基準を満足するための確認事項が

反映されていない施工要領書をもとに実施した工事報告書を承認しているため、

技術基準への適合性について確認することなく承認されることとなる。 
（添付資料－（３）） 

（３）業務プロセスの調査結果の裏付け調査 
代表３事例の調査結果から抽出された共通の要因が、他の跨ぎケーブルにおいて

も共通の要因であるか否かを確認するため、先に抽出した全ての跨ぎケーブルを施

工した工事（建設時除く）の施工要領書に対して技術基準に対する要求事項の有無、

記載について調査を実施した。調査の結果、中央制御室床下（フリーアクセス）を

施工した工事に関しては、技術基準上の要求事項である区分分離に関する具体的な

要求を記載していないことをあらためて確認した。 
 
７．２ 要因分析 

ケーブル跨ぎに至った原因について、業務プロセスの調査で確認された問題点を整

理し、なぜなぜ分析を用いて要因分析を実施した。 
 
（１）分析方法 
  なぜなぜ分析の結果から発生した事象を分析し、ヒューマンエラーを含め、そこに    

潜む要因を抜けがないように明らかにするため、４Ｍ（Man（人）、Machine（設備・機

器）、Media（環境）、Management（管理））の分類で整理し、５Ｅ（Education（教育・

訓練）、Engineering（技術・工学）、Enforcement（強化・徹底）、Example（模範・事

例）、Environment（環境））の観点で対策を導き出した。    （添付資料－（４）） 
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 （２）分析結果 

ａ．直接要因（問題点） 
＜工事の計画段階＞ 
・当社側から技術基準に適合させるように工事共通仕様書にて要求を行っていた

が、中央制御室床下へのケーブル敷設に関する区分分離について、具体的な要

求をしていなかった。そのため、施工企業は施工要領書に区分分離に関する仕

様を盛り込まなかった。【管理①】 
・施工企業から提出された施工要領書には区分分離に関する仕様、現場のケーブ

ルルートが盛り込まれていなかったが、当社は当該の要領書を確認後、返却し

た。【管理②】 
・中央制御室床下の安全系と常用系の区分分離表示がなされているものの不十分

であり分離板の表示もなかった。【設備・機器②】 
 

＜工事の実施段階＞ 
・ケーブルルートが明確となっていなかったことから、正しいケーブル敷設工事

が実施されなかった。【設備・機器①】 
・また、当社は区分分離通りのケーブル敷設について当社による立会項目として

設定されておらず、施工状態の妥当性を確認していない。【管理③】 
 

ｂ．背景要因 
   ＜教育知識に関する問題＞ 

・中央制御室床下の区分分離に関する正式な設備図書がなく、当社及び施工企業

の双方において、中央制御室床下の構造や区分分離に関して教育が不足してい

た。【人①】 
 

＜仕事の進め方の問題＞ 
・当社及び施工企業は中央制御室床下の構造や区分分離に関する知識不足に加え

て、計画段階においてこれで問題ないかというチェックが欠けていた。【人②】 
 （添付資料－（５）） 

７．３ 現時点における再発防止対策 
現時点において抽出された原因から以下の内容について対策を行う。 
＜教育に関する問題への対策＞ 
・当社と施工企業に対する教育の機会を設け、力量を向上させる。なお、この教育

については責任箇所を明確にし、原子力発電所のケーブル敷設に関して設計基準

から施工に関して各担当・業務に十分な教育を行う。【人①への対策】 
①当社社員は、安全系の系統分離に関する教育を中心に実施し、現場施工に関し
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ての基礎知識も合わせて習得させる。 
②ケーブル敷設工事に従事する協力企業作業員に対し、中央制御室床下の構造

及び分離区分等のケーブル敷設の機能維持に関する教育を実施する。 
   また、中央制御室床下のケーブルに関する設備図書を当社にて整備し維持・管理

を行う。 
 

＜仕事の進め方に関する問題への対策＞ 
・要求事項が明確になるよう専門的知識を有する社員によるチェックを実施する。 
 【人②への対策】 

 
＜施工管理に対する対策＞ 
・工事実施箇所は、工事実施前にケーブルルート図を確認・承認する。 
【管理②への対策】 

・ケーブル敷設工事を実施する際は工事追加仕様書等で、調達要求事項を明確にし、

要求事項を満足する様なケーブルルートとなっていることを工事施行要領書にて

確認する。【管理①への対策】 
・施工企業は、ケーブルルート図に従い確実に施工し当社に報告するとともに、当

社は設備図書を改訂する。【管理③、④への対策】 
・安全系・常用系ケーブルピット及び分離板の識別が明確となるよう表示する。 
【設備・機器②への対策】 

・更に、中央制御室床下へのケーブル敷設に関する維持・管理責任箇所を社内に設

置し施工に関する設備図書の一元管理を実施する。【環境①への対策】 
 
＜現場照合に関する対策＞ 
・当社は、立会い項目を設定し計画通りに中央制御室床下のケーブル敷設が実施さ

れたことを立会い確認する。【管理③、④への対策】 
 

  以上のとおり、現時点の６号機中央制御室床下における不適切なケーブル敷設の原

因と対策を立案したが、６号機中央制御室床下以外の現場、及び他号機においても類

似の不適切なケーブル敷設が想定されることから、６号機中央制御室床下を除く発電

所における不適切なケーブル敷設状況及び不適切にケーブルが敷設された原因につい

て調査を実施する。 

 

８．是正処置の状況（指示事項４関連） 

 ８．１ 是正計画  

調査において不適切状態の分離板及び跨ぎケーブルについて、以下の方針に基

づき是正処置を行う。 

T1201474
四角形
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（１）分離板の是正 
   不適切状態の分離板については、修理を実施する。修理後に、取り付け状態

について異常の無いことを確認する。 
（２）跨ぎケーブルの是正 

      跨ぎケーブルについては、使用状況に応じて、①引き戻し、②撤去、③リル

ート、④切断のいずれかの是正処置を実施する。処置にあたっては、処置後の

状態が機能上支障の無いことを確認する。         
（添付資料－（１０）） 

 
 ８．２ ６号機の是正状況 

６号機については、事象発生以降、発着点の確認が出来、是正方針が決まった

ケーブルより区分跨ぎの解消し、その後に分離板の不適切な箇所を現状復帰し、

平成２７年１１月６日までに中央制御室床下内（フリーアクセス）のケーブルの

区分分離を正常な状態に復旧している。 

  なお、是正に際しケーブルを移動・撤去・敷設する作業については、定期検査

時等も含め、過去に十分な実績がある作業であり、下記のような措置を実施した。 
・区分を跨がったケーブルの用途を特定し、当該ケーブルを是正するにあたり

使用用途に影響がないことを確認したうえで、主管グループが作業許可申請

書を発行し、当直長が安全性を審査したうえで作業実施を許可している。な

お、通電されているケーブルについては、安全処置を実施し作業を行った。 
・作業開始前のＴＢＭ－ＫＹにおいて、ケーブル引抜き対象を確認し対象間違

いが無いことを確認するとともに、他のケーブルへの影響を考慮し、慎重に

作業を行うよう注意喚起を実施した。 
・安全系区分に跨がっているケーブルの大部分は、建設時に敷設された安全系

のケーブルの上部に敷設された一般ケーブルであり、ケーブル撤去の際に安

全系ケーブルへの影響は低いことを確認したうえで作業を実施した。 
・引抜きが困難なケーブルについては、他のケーブルへの損傷リスクを考慮し

て無理に引抜かないよう配慮し、跨ぎ箇所のケーブルの切断のみを実施した。 
・ノイズの影響をうける可能性がある微弱電流を扱う核計装や放射線モニタな

どのケーブル・設備に近接するケーブルを引き抜く場合は、作業に伴い多少

のノイズが生じる可能性があるため、運転員と作業状況を共有した上で、パ

ラメータの状態監視をしながら慎重に作業を実施した。 
 
９．今後の進め方（指示事項３関連） 

平成２７年度第２回保安検査の指摘事案「設備工事における設計管理の不備」につい

ても原因調査中であり、その調査の結果より不適切にケーブルが敷設された原因との関

T1201474
四角形
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係性についても引き続き調査を実施し、平成２７年１１月３０日に原因調査結果として

報告する予定である。 
以 上 

T1201474
四角形

















































































柏崎刈羽原子力発電所における不適切なケーブルの敷設に係る対応について 
（中間報告） 

 
 

正 誤 表 

 
正 誤 

Ｐ３ 

 
中央制御室床下で区分分離が不適切な状態であったケーブル

は総数１７５本を確認した。 
更にそのケーブルの詳細調査として、発着点の確認及び区分

跨ぎした異区分の範囲をケーブルルート調査した結果、安全系

４区分を跨いでいるケーブルが１２本、安全系３区分を跨いで

いるケーブルが１２本、安全系２区分を跨いでいるケーブルが

５０本、安全系１区分を跨いでいるケーブルが１０１本であっ

た。 

 
中央制御室床下で区分分離が不適切な状態であったケーブ

ルは総数１７４本を確認した。 
更にそのケーブルの詳細調査として、発着点の確認及び区分

跨ぎした異区分の範囲をケーブルルート調査した結果、安全系

４区分を跨いでいるケーブルが１５本、安全系３区分を跨いで

いるケーブルが１１本、安全系２区分を跨いでいるケーブルが

４９本、安全系１区分を跨いでいるケーブルが９９本であっ

た。 

Ｐ９ 
 
なお、区分跨ぎケーブル１７５本に関して、・・・ 

 
なお、区分跨ぎケーブル１７４本に関して、・・・ 


